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議 長 只今より平成２５年度第４回錦江町農業委員会定例総会の会議を開会いたします。

本日は、基委員から欠席の届けがありましたが、委員２０名中１９名の出席であり、錦
江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立していることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会議録署名
委員に１２番貫見委員と１３番鮫島委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。

次に事務局から会務報告と説明をお願いします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 ないようでありますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
「議案第15号 農地法第3条許可申請について」 を議題とします。事務局の説明をお

願いします。

事務局 議案第15号 「農地法第3条許可申請について」 説明します。
まず、農地法第3条許可申請受付番号９号の譲渡人は Ｔ・Ｔ さん Ｋ市在住の方で

す。一方、譲受人は Ｔ・Ｍ さん Ｓ自治会の方です。この申請は、贈与による所有権
移転となっています。申請地は、

神川字東大久保４０５３番２１、地目は台帳、現況ともに畑、地積は、２，３４３㎡で
す。

譲受人の Ｔさんの経営規模は、世帯員２、労働力２で、年間従事ができるよう記載が
あり、農用地面積は自作地２０，５４３㎡で、農地取得要件の下限面積も問題ありませ
ん。甘藷、水稲を主に経営をされています。農業機械の所有状況は、トラクター、耕うん
機、軽トラックとなっています。

この農地は、永年、Ｔさんが耕作してきたとのことです。
担当調査委員は13番の鮫島委員です。

次に、受付番号10号と11号は関連がありますので、続けて説明します。
受付番号10号の譲渡人は Ⅰ・Ｔ さん Ｔ自治会の方です。一方、譲受人は、本年４

月に設立された株式会社 I さんで、農業を目的とする事業所として登記されていま
す。また、農業生産法人としての４つの要件を備えています。代表取締役社長も Ⅰ・Ｔ
さん となっています。この申請は、Ⅰ・Ｔさん が個人所有する農地を 株式会社 Ⅰ
と賃借権契約を結ぶものです。申請地は、

・神川字諏訪ノ前３７７番、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、４，１３２㎡
次が、神川字下牧９４９番１、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、３，４７６㎡
次が、神川字下牧９７４番、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、３，３０９㎡
次が、神川字前目２１２３番１、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、８，５７２㎡
次が、神川字久見迫２１７４番１、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、４，７３０㎡

で、５筆の合計は、２４，２１９㎡となっています。

受付番号11号の譲渡人は Ⅰ・Ｋ さんで、Ｔさんの息子さんですが、Tさんの住居に
隣接する敷地に居住されています。

Ｔさんと同様に、Ｋさんが個人所有する農地を 株式会社 Ⅰ さんと賃借権契約を結
ぶものです。Ｋさんも株式会社 Ⅰ の取締役になっています。申請地は、

・神川字前目２０９９番１、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、１，６８９㎡
次が、神川字前目２１０４番１、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、２，３３５㎡
次が、神川字前目２１０４番３、地目は台帳、現況ともに畑、地籍は、１，９５７㎡

で、３筆の合計は、５，９８１㎡、８筆の合計は、３０，２００㎡となっています。



株式会社 Ⅰ の構成員であるＴさん、Ｋさん及びその家族は、そのまま農作業に従事
することになっています。

株式会社 Ⅰ が自社所有する農業機械はありませんが、構成員が所有するトラク
ター、軽トラックを借用することとしており、茶園管理等については、Ⅰさん、Ｋさんが
それぞれ構成員であった任意の共同利用組織である Ｔ を脱会し、新たに株式会社 Ⅰ
として構成員となり、その権利を継承することで、機械の共同利用者となるようです。

担当調査員は、７番の牧原委員です。

次に、受付番号12号について説明します。
譲渡人は Ⅰ・Ｔ さん Ｋ自治会の方です。一方、譲受人は Ｋ・Ｋさん Ｋ自治会

の方です。この申請は、斡旋による売買が成立し、所有権移転するものです。申請地は、
・神川字北鶴２６６１番、地目は台帳、現況ともに田、地籍は４９１㎡

となっています。
譲受人のＫ・Ｋさんの経営規模は、世帯員４、労働力４で、年間従事ができるよう記載

があり、農用地面積は自作地８，７３４㎡、小作地１，３６６㎡で、農地取得要件の下限
面積も問題ありません。野菜、水稲を主に経営をされています。農業機械の所有状況は、
トラクター、コンバイン、乗用田植機となっています。

担当調査委員は19番の徳永委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、鮫島委員から順次、調査報告をお願いしま
す。 初めに、13番鮫島委員にお願いします。

13番
鮫島委員

説明をいたします。受付番号９号の分でございます。
７月１１日、事務局立会いの下に、現地確認調査をいたしました。場所は、Ｓ集落から

Ｈ集落に抜ける道路沿いの畑でございます。
譲渡人のＴさんと譲受人のＴさんは、親戚関係ということで、２０数年前に贈与されて

おり、今回名義の方を直されるということでございます。
Ｔさんは高齢ではありますけれども、水稲並びに野菜等を作っておられる方でございま

す。
何ら問題はないのではないかと思いますが、審議の方をよろしくお願いいたします。

以上です。

議 長 ありがとうございました。 つぎに、７番牧原委員の報告をお願いします。
受付番号10号と11号は、関連がありますので、いっしょに報告をお願いします。

7番
牧原委員

ご報告いたします。
受付番号１０号、１１号。これは今回、Ⅰ さんに農業法人としての土地所有というこ

とで、Ⅰ・ＴさんとＫさんが所有する茶畑なんですが、それを Ⅰ の方に賃貸借すると
いうことで、事務局から説明があったとおりでございます。

３条申請に係わる世帯員、労働力、農地の管理、これらはすべてクリアされていて、何
ら問題はないと思われます。

よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。 つぎに、19番徳永委員の報告をお願いします。

19番
德永委員

受付番号12号について説明いたします。
この売買斡旋ですが、譲渡人のⅠさんの方に伺ったところ、かなり自分の家から遠いと

いうことで、規模縮小したいという斡旋申込みです。
譲受人のＫさんは、この北鶴の田んぼのすぐ近くに自分の田んぼがあるということで規

模拡大希望で売買が成立したところです。
譲受人のＫさんの方は、両親と息子さんがいるんですけれども、Ｋさんは両親と野菜作

りなどをされています。Ｋさんは今のところ兼業農家ではありますけれども、両親が管理
もきちっとされており問題はないかと思います。

ちなみに、売買単価は畝の12万円で、売買価格は60万円で話がついております。
何ら問題はないと思います。よろしくお願いします。



議 長 ありがとうございました。 ただ今、それぞれの担当委員から調査報告がありました
が、受付番号9号から12号までについて、質問、異議等はありませんか。

事務局 補足ですが、10号と11号のⅠさんの契約ですが、これは、農地法第3条による賃貸契約
で、契約期間は、10年間ということで平成25年8月1日から平成35年7月31日までの契約に
なります。

4番
木原委員

賃貸契約の金額はどのくらい。

事務局 金額の方は一応、反当３万円ということでされるようです。
総額は、農地面積ではなくて、茶園の実面積で計算されると思います。総額が実際いく

らになるかは、調査してなかったです。

4番
木原委員

わかりました。

議 長 他にありませんか。

18番
安水委員

12号のⅠ・Ｔ君とＫ・Ｋさんの話で、Ⅰ・Ｔ君の規模縮小で売買されているのですが、
Ⅰ・Ｔ君の方は小作地があって、これは、利用権設定はされていないのですか。もし、こ
れが規模拡大で入っているのであれば・・・・・

事務局 ここの小作地は畑です。シキミをされている関係で。ですから今回売買するところは田
んぼでして、Ⅰさんが経営されているものと違うので、問題はないかと思って、そのまま
受理しました。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 「議案第15号農地法第3条許可申請について」を採決します。
お諮りします。 議案第15号は、原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第15号農地法第3条許可申請について」
は、原案のとおり許可することに決定しました。

次に 「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積
計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 を議題とします。

まず、受付番号39号から46号について、事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 説明いたします。

初めに受付番号39号は、貸し人が Ｔ・Ｙ さん、Ｋ市在住の方です。 申請地は、
・馬場字鳥井戸上３０６番１、現況地目は田、地積は、５８３㎡です。
貸付期間は平成25年8月1日から平成28年12月14日まで、小作料は、10ａ当り５，０００

円です。
借り人は、農事組合法人 Ｎ さん、Ｍ町に拠点を置く法人です。経営規模は、構成員

８、従事者数２４、自作地４６，３００㎡、小作地９７，６００㎡で、主に大豆、野菜、
飼料作物等を生産されています。農業機械の所有状況は、トラクター３台、コンバイン２
台、耕うん機４台、草刈機１０台となっています。

担当調査委員は、1番の近川委員です。



次に、受付番号40号については、貸し人が、 Ｍ・Ⅰさん Ｋ自治会の方です。申請地
は、

・城元字道ノ迫２４７７番１、現況地目は畑、地積は、１，７０６㎡です。
貸付期間は平成25年8月1日から平成30年12月14日まで、小作料は、２年目から１０，０

００円です。
借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会の方です。経営規模は、世帯員５、労働力３、雇用１

０、自作地３５，３７４㎡、小作地８８，２０３㎡で、主に、茶、甘藷を経営されていま
す。農業機械等の所有状況は、トラクター５台、ハーベスタ、４ｔトラック、２ｔダン
プ、軽トラックとなっています。

担当調査委員は、２番の鈴委員です。

次に、受付番号41号については、貸し人が、Ｏ・Ｋさん Ｓ自治会の方です。申請地
は、

・神川字下榎木迫１５１２番１、現況地目は畑、地積は、１０．９５６㎡のうち７，０
００㎡です。

貸付期間は平成25年8月1日から平成29年12月14日まで、小作料は、２１０，０００円で
す。

借り人は、有限会社 Ｊ さん、Ｒ自治会にあります。経営規模は、構成員３、従業員
９、自作地３９，６９６㎡、小作地１１６，６５１㎡で、茶を専門に経営されています。
農業機械等の所有状況は、２ｔトラック４台、軽トラック４台、乗用摘採機３台、乗用防
除機２台、乗用中刈機２台、小型ショベル２台となっています。

担当調査委員は、１５番の落司委員です。

次に、受付番号42号から45号については、借り人、貸し人ともに同一ですので、続けて
説明します。

この４筆の貸し人は、Ⅰ・Ｔ さん、Ｋ市在住の方です。申請地は、
42号が、城元字竹下１６０１番１、現況地目は田、地積は、２，１０３㎡
43号が、城元字久保下１６２４番１、現況地目は田、地積は、３４６㎡
44号が、城元字坪内６８３番１、現況地目は畑、地積は、４５９㎡
45号が、城元字坪内６８３番２、現況地目は畑、地積は、４２４㎡

で、４筆の合計は、３，３３２㎡となります。小作料は全部で１０、０００円です。
貸付期間は、平成25年8月1日から平成28年12月14日までとなっています。

借り人は、Ｋ・Ｈさん、Ｓ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力３、自作地
４，７１８㎡、小作地５，０５１㎡で、水稲、馬鈴薯、インゲン等を生産されています。
農業従事日数は、２８０日、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、耕うん
機、管理機となっています。

担当調査委員は、１５番の落司委員です。

次に、受付番号46号については、貸し人が、Ｓ・Ｆさん Ｙ自治会の方です。申請地
は、

・馬場字地荒神ノ下２３８１番１、現況地目は田、地積は、１，４１９㎡です。
貸付期間は平成25年8月1日から平成30年12月14日まで、小作料は４２，０００円です。
借り人は、株式会社 Ｔ さん、Ｋ自治会にあります。経営規模は、構成員２、雇用２

１、小作地３８，７９５㎡で、水稲、葉ネギを経営されています。農業機械等の所有状況
は、トラクター３台、トラック３台、乗用防除機、草払い機６台、田植え機、コンプレッ
サーとなっています。

担当調査委員は、１７番の寺田委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、近川委員から順次、調査報告をお願いしま
す。 初めに、１番近川委員にお願いします。

1番
近川委員

ただ今、事務局の方から説明がございましたが、全ての要件はクリアしていると思って
いますが、土地の利用も十分されております。

農業機械についても問題ありません。意欲と能力は十分ございまして、作業についても
何ら問題はないと思います。

終わります。



議 長 ありがとうございました。 つぎに、2番鈴委員の報告をお願いします。

2番
鈴委員

たびたび出てくるＳ・Ｋさんでございますが、認定農家でもございますし、農地の利用
も非常に良くなされておりますし、何ら問題はないと思います。

終わります。
議 長 ありがとうございました。 つぎに、15番落司委員の報告をお願いします。

受付番号42号から45号についても、続けて説明をお願いします。

15番
落司委員

この Ｊ さんでございますけれども、茶を専門的にやっておられまして、今ここにあ
りますように、構成員3名、従業員9名というような形の中で、一生懸命頑張っていらっ
しゃいます。

農地も良く管理されており、何ら問題はないと思います。

次のＫ・Ｈさんでございますけれども、新規就農者でございまして、今、畑、田んぼ等
を借りられまして、面積を拡大していらっしゃる所でございます。

親と一緒に農業をされておりまして、農機具等は自分では持っていらっしゃいませんけ
れども、親が持っていて、それを使用しているということでございまして、畑等も良く管
理されて、何ら問題はないと思われます。

以上でございます。

議 長 ありがとうございました。 つぎに、17番寺田委員の報告をお願いします。

17番
寺田委員

受付番号46号の譲受人の Ｔ さんは、ご承知のとおりちょくちょく出てくるわけです
けれども、利用権を設定するに当たり必要な要件はすべて満たしていると思いますので、
何ら問題はありません。

終わります。

議 長 ただ今、受付番号39号から46号までについて、それぞれの担当委員から調査報告があり
ましたが、質問、異議等はありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定によ
る農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち、受付
番号39号から46号についてを採決します。

お諮りします。 議案第16号のうち受付番号39号から46号については、原案のとおり許
可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第
4項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請につい
て」のうち受付番号39号から46号については、原案のとおり許可することに決定しまし
た。

ここで、Ａ委員の退室を求めます。
（ Ａ委員：退室）

引き続いて、議案第16号のうち受付番号47号から49号についてを議題とします。
事務局の説明をお願いします。

事務局 受付番号47号から49号について説明します。
この案件は、親子間による使用貸借の申請です。
貸し人の Ａ・Ｓさん とＡ・Ｈさんは、Ａ自治会で隣接して居住されています。申請

地は、
47号が、馬場字宮下１８２３番１、現況地目は田、地積は、７１９㎡
48号が、馬場字宮下１８４０番１、現況地目は田、地積は、７２８㎡
49号が、神川字ビバ７９１７番２、現況地目は畑、地積は、３，１２７㎡

で、３筆の合計は、４，５７４㎡となります。
貸付期間は、平成25年8月1日から平成35年12月14日までで、使用貸借のため小作料は発

生しません。
担当調査委員は、６番の黒瀬委員です。 以上です。



議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の報告をお願いします。

6番
黒瀬委員

それでは報告いたします。受付番号47号から49号ですけれども、今事務局から説明がご
ざいましたとおり、Ｓさん、Ｈさんは親子でございます。Ｈさんについては、皆さんがご
存知のとおり Ｎ委員さんでもございます。

彼については、皆さんも認めるとおり、水稲、タバコ、茶を大々的に耕作されている方
でございまして、全ての要件もクリアし、何ら問題はないと思います。

皆さんが認めるとおりの素晴らしい方でございますので、ひとつよろしくお願いいたし
ます。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号47号から49号について、質
問、異議等はありませんか。

事務局 補足します。
農業者年金の関係で、他の農地はすべてＨさんに名義を変えてらっしゃたんですが、こ

の農地だけが名義が変わってなかったので、今回利用権を結ぶところであります。

議 長 何かありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定によ
る農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」のうち受付番
号47号から49号についてを採決します。

お諮りします。 議案第16号のうち受付番号47号から49号については、原案のとおり許
可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、「議案第16号農業経営基盤強化促進法第13条第
4項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請につい
て」のうち受付番号47号から49号については、原案のとおり許可することに決定しまし
た。

ここで、Ａ委員の入室を求めます。

（ Ａ委員：入室）

以上で平成25年度第４回錦江町農業委員会定例総会の附議事項を終了いたします。

会長

12番

13番

議事録調整者 折久木まり子


